
令和２年５月１日 

保護者様 

会津美里町立新鶴小学校長 山内 徹 

新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業の延長について 

新緑の候、皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

標記の件につきまして、県教育委員会の要請を受け、町臨時校長会におきまして臨時休業期間を延

期することになりましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

つきましては、5 月は各学年２回ずつ登校日を設けましたので併せてお知らせ致します。 

保護者の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

１ 臨時休校延期期間 令和２年５月７日（木）から当面の間 

  ※知事からの学校の休業要請解除後、１週間以内に学校は再開されます。 

２ 基本方針  感染拡大を防止するため、お子様は原則各ご家庭で過ごすようお願いします。 

 

３ 児童の登校について（町教育委員会の指示により下記の日程で設定） 

 (1)登校日について 

５月は、低学年と高学年に分けて分散登校日を２回ずつ設定します。学校では、お子様の健康観察

や学習面や生活面についての指導を行います。 

 【登校日１回目】 ５月 ７日（木）１～３年児童登校日  

          ５月 ８日（金）４～６年児童登校日  

【登校日２回目】  ５月１８日（月）１～３年児童登校日  

５月１９日（火）４～６年児童登校日  

(2)登校日の登下校時刻について  

     児童登校  通常通りの登校時刻 

     児童下校  午前１０時 30 分  

(3)スクールバスの運行について 

※後日メールやポータルサイトでスクールバス時刻についてはお知らせしますが、ご家庭で

送迎可能な場合は、スクールバスの利用の自粛をお願いします。 

(4)持ち物について 

  □筆記用具  □学校（図書室）から借りた本 

  □上履き   □宿題 

  □検温表   □給食着（給食当番だった子）  

(5)その他 

①令和２年度歯科衛生コンクールの書写と標語の締め切り日が５月１日（金）となっております

が、登校日初日に持たせてください。 

   ②４月２１日に配付しました PTA 会費については、５月２９日まで各地区委員の方が直接学校

までご持参ください。 

【事務担当 教頭 高倉 順一 電話７８－２００５】 


